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令和 6年 4月 27日総会にて改定 

早良区剣道連盟規約 

 

第１章 総則 

 第１条 本連盟は、福岡市早良区剣道連盟（以下「連盟」という。）と称する。 

 第２条 連盟は、福岡市早良区在住の剣道愛好家及び連盟の目的に賛同する者を以て組織する。 

 

第２章 目的及び事業 

 第３条 連盟は、剣道の修練を通じて会員相互の親睦を図り、教養を高め、社会の発展に寄与することを以

て目的とする。 

 第４条 連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1） 剣道大会、研究会、講習会、昇級審査 

(2） 少年剣道の育成 

    (3） 県、連合支部、市、各支部剣道連盟並びに体育団体との連絡協調 

    (4） その他連盟の目的を達成するために必要な事業 

 

第３章 会員 

 第５条 連盟は、次の会員を以て組織する。 

    (1） 正会員 （剣道を愛好する者） 

    (2） 篤志会員（連盟の事業に理解を有し協賛する者）   

    (3） 準会員 （本人の都合により一時休会を届けた者） 

            休会期間は、年会費を免除する。 

    (4） 名誉会員（正会員で満８０歳に達した者） 

            名誉会員は、年会費を免除する。 

   ２ 会員は届出によって連盟を脱会することができる。 

   ３ 連盟を経て、大会出場及び昇段審査の受審申請をしようとする者は会費を完納していることを要す

る。 

 第６条 会員として連盟の名誉を毀損し、連盟の目的に違反する行為があると認められる場合には、総会の

決議を経て除名することができる。     

 

第４章 役員 

 第７条 連盟に次の役員を置く。 

    (1） 会長  １名 

    (2） 理事長 １名 

    (3） 理事  ２０名以内 

    (4） 監事  ２名 

   ２ 連盟に名誉会長及び相談役を置くことができる。 

 

 第８条 役員の選出及び任務は、次の通りである。 

(1） 会長は、理事会において選出し、総会において承認し、連盟を代表し、会務を統括する。 

(2） 会長が会務を遂行ができないときは、理事長が会務を代行する。 

(3） 理事長は、理事の互選により定め、理事会を代表し、日常の業務を行う。 

(4） 理事長が会務を遂行できないときは、会長が会務を代行する。 

    (5） 理事は、総会において選出し、理事会を組織して、連盟の業務を執行する。 

    (6） 監事は、総会において選出し、会計を監査する。 
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   ２ 相談役は、総会の承認を経て会長がこれを委嘱し、会務について会長の諮問に応じ、また、総会、

理事会に出席して意見を述べることができる。 

 

 第９条 役員の任期は２年とし、重任を妨げない。補欠役員を選任した場合、その任期は、前任者の残任期

間とする。 

 

第５章 総会及び理事会 

 第 10 条 総会は、定期総会と臨時総会とする。 

   ２ 定期総会は、前年度末までに満２０歳に達した正会員をもって毎年４月に開催する。  

     臨時総会は、会長が、必要に応じて招集する。   

   ３ 総会は、会長が招集し、議長となり、次の事項を議決する。 

    (1） 役員の選任 

    (2） 事業計画及び収支予算 

    (3） 事業報告及び収支決算 

    (4） 本規約の改正 

    (5） その他必要な事項 

 第 11 条 定期総会は、理事の過半数が出席し、総会出席者の二分の一以上の賛成をもって議決しなければな

らない。但し、臨時総会は、理事の過半数が出席し、出席者の三分の二以上の賛成をもって議決し

なければならない。 

 第 12 条 理事会は、必要に応じて理事長が招集し、議長を務め、事業の企画・運営及びその執行に関するこ

とを決定する。 

      

第６章 事務局 

 第 13 条 連盟の事務及び会計を処理するため、事務局を設け、理事長が事務局員を委嘱する。但し、事務局

長及び会計は理事の中から選任・委嘱する。   

    ２ 事務局の事務所は、事務局長担当理事の住所地に置く。 

 第 14 条 役員には、謝金を支給することができる。 支給対象者の範囲及び支給金額は理事会が定める規則

による。 

 

第７章 会計 

 第 15 条 連盟の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。 

 第 16 条 連盟の会員が負担する会費は、次のとおりとする。 

     (1） 入会金 １，５００円 

     (2） 正会員 前年度末までに満２０歳に達した者   年額５，０００円 

            前年度末までに満２０歳に達しない者  年額２，５００円            

２ ３年分以上の会費を滞納したときは、会員の資格を失うものとする。 

    ３ 当連盟以外からの転籍者は元籍連盟からの転籍証明書を入会申込書、入会金及び当該年度会費に添

付して提出するものとする。 

     転籍証明書の添付がない場合は、当該年度に加えて過去２年分の会費を納めるものとする。 

  第 17 条 連盟の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

第８章 補則 

 第 18 条 慶弔及び表彰に関する支払及び連盟の事業に関する交通費は、別途、理事会が定める規則により支

払うものとする。     


